
市営コミュニティバスを

無料で運行します

事前予約制 曜日指定運行

佐渡市企画部交通政策課 電話0259-63-3184

地域交通確保に向けた実証調査事業

令和7年4月10日発行

赤泊
地区

【利用方法】※ご利用には事前登録と事前予約が必要です。

①利用登録
市営コミュニティバスの利用を希望される方は、事前に利用登録

が必要です。裏面の利用登録申請書を交通政策課又は各市民セン
ターへ提出してください。（既に登録されている方は不要）

②電話で事前予約（ご利用日の前日17時までに予約）
（お名前・住所・利用したい日と便・乗降車場所）

③当日、車両に乗車→目的地で降車
※乗車場所は市から利用登録の際に案内があります。

■運行主体 佐渡市

■対象者 佐渡市民、※準住民（介護帰省者に限る）
※準住民の方で利用される際は乗車時に運転手へ佐渡市民サービスカード（介護帰省者）を

ご提示ください。

■運行

令和8年4月1日～令和9年3月31日 ※年末年始（12月29日～1月3日）は運休します。

毎週火・木・金曜日（祝日の場合は運休）

■利用料金：無料 ■乗車定員：9名

■運行区間：赤泊地区内（莚場～赤泊診療所～大杉）

予約はこちらへ サンライズ城が浜

電話0259-87-3215
受付時間 8：30～17：00

予約の受付は先着順となります。定員を超えた場合は予約できません。

回覧

令和８年度



※道路事情に応じて自宅付近で乗降可能です。運行時刻は各地域での通過時刻の
目安です。
※予約があった区間のみの運行となります。
※運行状況により到着時間が10分程度遅れる場合があります。

目安の停留所 ３便

Ａコープ赤泊店前 12：30

赤泊診療所 12：33

柳沢 12：38

新保 12：41

杉野浦 12：43

大杉 12：45

目安の停留所 １便

莚場 8：00

山田東集落開発センター 8：25

山田西自治会館 8：45

東光寺集落開発センター 9：00

山寺集落開発センター 9：05

赤泊診療所 9：10

目安の停留所 ２便

Ａコープ赤泊店前 11：05

赤泊診療所 11：10

山寺集落開発センター 11：15

東光寺集落開発センター 11：20

山田西自治会館 11：35

山田東集落会センター 11：55

莚場 12：20

赤泊診療所～大杉

莚場～赤泊診療所

赤泊診療所

莚場

大杉

住 所 佐渡市

氏 名① 電話番号①

氏 名② 電話番号②

市営コミュニティバス（赤泊地区）利用登録申請書
佐渡市企画部交通政策課 行き

切 り 取 り 線

市営コミュニティバス 時刻表（毎週火曜・木曜・金曜）

市民センター　受付欄
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